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                   財団法人岐阜県産業経済振興センター 

             中小企業経営改革支援事業費助成金交付要綱  実施細則 

 

１ 総則 

  この細則は、財団法人岐阜県産業経済振興センター中小企業経営改革支援事業費助成

金交付要綱（以下、「要綱」という。）の実施について定めるものとする。 

 

２ 助成金の交付申請 

  要綱第５条に規定する助成金の交付申請の様式は、別記第１号様式及び第２号様式と 

 する。 

 

３ 助成金の交付決定 

  要綱第９条に規定する助成金の交付決定通知書の様式は、別記第３号様式とする。 

 

４ 事業計画の変更等の承認申請 

  要綱第１１条第１項の規定により理事長の承認を受けようとする場合の申請書の様式 

 は、別記第４号様式及び第５号様式とする。 

 

５ 状況報告 

  要綱第１４条に規定する助成事業の遂行の状況報告書の様式は、別記第６号様式と 

 する。 

 

６ 実績報告 

 ① 要綱第１７条及び第２０条第３項に規定する実績報告書及びその添付書類の様式 

  は、別記第７号様式、第８号様式、第９号様式及び第１０号様式とする。 

 ② 要綱第１７条に規定する実績報告書の提出期限は、助成事業の完了（廃止の承認を 

  受けた場合を含む。以下同様。）の日から起算して３０日を経過した日又は交付決定 

  した年度の３月３１日（土曜日の場合はその前日、日曜日の場合はその前々日）のい 

  ずれか早い日とする。 

 

７ 助成金の額の確定 

  要綱第１８条に規定する助成金額確定通知の様式は、別記第１１号様式とする。 

 

８ 助成金交付請求書 

  要綱第２０条第２項に規定する請求書の様式は、別記第１２号様式とする。 

 

９ 書類、帳簿等の保存期間 

  要綱第２６条に規定する書類、帳簿等の保存期限は、助成事業が完了した年度の翌年 

 度以降５年間とする。 

 

  附 則 

 この細則は、平成２１年７月１４日から施行する。 
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（細則附表） 

 

 番 号 

 

 様式名 

 

条 文 

 

  １号 

 

 助成金交付申請書 

 

    ５ 

 

   ２号 

 

 事業実施計画書 

 

    ５ 

 

   ３号 

 

 交付決定通知書 

 

    ９ 

 

   ４号 

 

 変更・中止・廃止承認申請書 

 

   １１ 

 

   ５号 

 

 変更事業計画書 

 

   １１ 

 

  ６号 

 

 遂行状況報告書 

 

   １４ 

 

  ７号 

 

 実績報告書 

 

 １７，２０ 

 

  ８号 

 

 事業実績報告書 

 

 １７，２０ 

 

  ９号 

 

 収支精算書 

 

 １７，２０ 

 

 １０号 

 

 支出明細報告書 

 

 １７，２０ 

 

 １１号 

 

 助成金額確定通知書 

 

   １８ 

 

 １２号 

 

 助成金交付請求書 

 

 １７，２０ 

 


